
 

 

 

 

令和 6年５月 21日 

愛 媛 大 学 

 

令和6年度 社会基盤メンテナンスエキスパート（ME）養成講座 

の受講生を募集 

つきましては、地域へ広く周知いただきますとともに、取材くださいますようお願いいたします。 

 

記 

受付期間 ： 令和 6年 5月 13日（月） ～ 令和 6年 6月 7日（金） 

実施期間 ：【前半】令和 6年 8月 28日（水） ～ 令和 6年 9月 13日（金） 

【後半】令和 6年 9月 24日（火） ～ 令和 6年 9月 28日（土） 

場 所 ： 愛媛大学地域協働推進機構２階研修室 他 

募集要項 ： 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

※送付枚数 8枚（本紙を含む） 

我が国の豊かな生活を支える社会基盤（インフラ）の多くは高度経済成長期以降に急速に建

設されたことから、それらが一気に建設後 50 年以上の高齢に達する時代が目前に迫っていま

す。その社会基盤の老齢・老朽化に適切に対処するためには、俯瞰的な視野から地域の総力で

社会基盤メンテナンスのマネジメントに取り組む体制と人材の育成が急務です。 

そのため、愛媛大学防災情報研究センターでは、“インフラ再生技術者の育成”を目的として、

今年度も標記の養成講座（第 11期）を開講します。これにより、社会基盤の維持管理・補修の計

画・設計・実施技術を習得し、地域の活性化に貢献できる人材となる「社会基盤メンテナンスエキ

スパート（ME）」の育成に取り組みます。延べ 1３日間（計 121.5時間）の短期集中カリキュラム

を通して管理者（行政）と建設業関連者（民間）の技術者が所定の科目を履修することで、共に

高度な知識を持つ総合技術者の育成と相互の連携を目指します。 

本講座は愛媛大学の履修証明プログラムとして、講座終了後に一定の知識と技術を習得した

と判断された受講生には「四国社会基盤メンテナンスエキスパート(四国 ME)」の資格を認定授

与します。四国MEは、昨年度までに２4０名を輩出しています。 

本件に関する問い合わせ先 

愛媛大学防災情報研究センター 

TEL/FAX：089-927-9021 

Mail：kensien@stu.ehime-u.ac.jp 

PRESS RELEASE 

学生中心の大学 地域とともに輝く大学 世界とつながる大学 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6 年 5 月 13 日 

 

主催 愛媛大学大学院理工学研究科、愛媛大学防災情報研究センター 

   愛媛大学工学部附属社会基盤 i センシングセンター 

共催 愛媛社会基盤メンテナンス推進協議会 

後援 公益社団法人 土木学会四国支部 

令和 6 年度 

社会基盤メンテナンスエキスパート（ＭＥ）養成講座 

募集要項 

 

申請受付期間：令和 6 年 5 月 13 日(月)～令和 6 年 6 月 7 日(金) 

 

実施期間（土日等の休講を挟む）： 

【前半】令和 6 年 8 月 28 日(水) ～ 令和 6 年 9 月 13 日(金) 

【後半】令和 6 年 9 月 24 日(火) ～ 令和 6 年 9 月 28 日(土) 

 

※主な科目 

前半‥インフラマネジメント、道路のメンテナンス、室内実習（コンクリー

ト耐久性試験、非破壊検査技術）、座学：インフラ施設の維持管理等

（橋梁、トンネル、港湾・海岸施設、河川構造物、斜面・擁壁、地質

と地盤） 

後半‥フィールド実習（橋梁、トンネル、海岸施設、下水道、斜面・擁壁の

点検と診断、補修）、AI 技術、メンテナンス技術者倫理、社会基盤と

維持管理ワークショップ 
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社会基盤メンテナンスエキスパート（ME）養成講座について 

 

 

本養成講座は、新たな社会基盤の整備、既存社会基盤の維持管理・補修の計画・設計・

実施技術を習得し、地域の活性化に貢献できる人材としての社会基盤メンテナンスエキス

パート(ME)を育成することを目的としています。 

我が国では、これまで経済成長とともに道路を中心に多くの社会基盤が整備されてきま

したが、今後はこれら構造物の劣化が急速に進行・拡大し、さらに少子高齢化が伴う中で、

社会基盤の新たな整備と維持・管理が求められています。一方、それらのメンテナンスに

携わる技術者は不足傾向にあり、行政と業界双方の技術力を向上させる取り組みが必要不

可欠な課題となっています。このような状況下で、国では社会基盤の構造物を長寿命化さ

せる施策を進めており、構造物等の劣化状態を適確に診断し対処できる技術者を育成する

ことは、地域を含め、我が国のこれからの国土を守るために大変に意義のあることです。 

 

 

 

 

本養成講座は、延べ 13 日間の短期集中カリキュラムにより、管理者側（行政）と建設業

関連技術者側それぞれの組織の技術者が所定の科目を履修することで、共通の高度な知識

を持つ総合技術者の育成と技術者相互の連携を目指しています。 

カリキュラムは、社会基盤のアセットマネジメント、種々の構造物の点検・診断・補修

工法を学べる科目より構成されており、それぞれ、座学（講義）⇒ 演習 ⇒ 実習（フィー

ルドワーク）となるよう設計されています。その時間割は、以下および表-1 に示すとおり

です。 

※主な科目 

前半‥インフラマネジメント、道路のメンテナンス、室内実習（コンクリート

耐久性試験、非破壊検査技術）、座学：インフラ施設の維持管理等（橋

梁、トンネル、港湾・海岸施設、河川構造物、斜面・擁壁、地質と地盤） 

後半‥フィールド実習（橋梁、トンネル、海岸施設、下水道、斜面・擁壁の点

検と診断、補修）、AI 技術、メンテナンス技術者倫理、社会基盤と維持

管理ワークショップ 

また、講師陣は愛媛大学工学部環境建設工学科ならびに防災情報研究センター等の大学

教員に加え、国・県・市・民間等から学外専門家を講師として招請します。 

求められる技量の認定として、講座を修了したのち筆記試験と面接（プレゼンテーショ

ン）試験を行い、審査結果のもとに「四国社会基盤メンテナンスエキスパート（四国 ME）」

認定証及び履修証明書を発行します。 

 

目的と意義 

養成講座の概要 
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表-1 令和 6年度 社会基盤メンテナンスエキスパート養成講座の時間割 

開催日
1時限目

（8:30～10:00）
2時限目

（10:20～11:50）
3時限目

（12:40～14:10）
4時限目

（14:30～16:00）
5時限目

（16:20～17:50） （18:30～20:00）

1
8/28
（水）

【開講式】
ガイダンス

アイスブレイク

社会基盤と
維持管理（総論）

グループ事例研究
講義，事例研究の

レポート作成

2
8/29
（木）

劣化モデルと
評価手法

劣化モデルと
評価手法 <演習>

ライフサイクル
コスト

維持管理における
ＡＩ技術

グループ事例研究
講義，事例研究の

レポート作成

3
8/30
（金）

舗装の設計と
維持管理

道路附帯設備の
点検と補修工法

<実習>
コンクリートの
耐久性試験

<実習>
詳細点検のための
非破壊検査技術

グループ事例研究
講義，事例研究の

レポート作成

4
9/9
（月）

橋梁上部工の
設計と維持管理

（鋼橋）

橋梁上部工の
設計と維持管理
（コンクリート橋）

橋梁上部工の
設計と維持管理

（床版）

橋梁構造物の
下部工の

設計と維持管理

講義，事例研究の
レポート作成

(4/5コマ）

5
9/10
（火）

鋼橋の損傷と対策
コンクリート橋の
損傷と補修工法

橋梁の補修設計
橋梁構造物の

基礎工の
設計と維持管理

講義，事例研究の
レポート作成

(4/5コマ）

6
9/11
（水）

橋梁の耐震補強
維持管理の

新しいアプローチ
（橋梁の簡易点検）

トンネルの設計
トンネルの

変形と補修工法

講義，事例研究の
レポート作成

(4/5コマ）

7
9/12
（木）

港湾・海岸施設の
維持管理

港湾・海岸施設の
損傷と補修

河川構造物の
維持管理

河川堤防の
損傷と補修

講義，事例研究の
レポート作成

(4/5コマ）

8
9/13
（金）

斜面の設計と
維持管理

擁壁の設計と
維持管理

四国・愛媛県の
地形と地質

地域の地盤特性と
健全度評価

講義，事例研究の
レポート作成

(4/5コマ）

9
9/24
（火）

下水道の
維持管理

講義，事例研究の
レポート作成

10
9/25
（水）

橋梁の
維持管理手法

講義，事例研究の

レポート作成

11
9/26
（木）

トンネルの
点検と診断

講義，事例研究の
レポート作成

12
9/27
（金）

斜面の設計と
維持管理 <演習>

擁壁の設計と
維持管理 <演習>

講義，事例研究の

レポート作成

13
9/28
（土）

リスク
マネジメント

メンテナンス
技術者倫理

【閉講式】
今後の技術

向上に向けて

講義，事例研究の
レポート作成

【主な科目】

前半：　インフラマネジメント，道路のメンテナンス，室内実習（コンクリート耐久性試験，非破壊検査技術）

　　　　　座学：インフラ施設の維持管理等（橋梁，トンネル，港湾・海岸施設，河川構造物，斜面・擁壁，地質と地盤）

後半：　フィールド実習（橋梁，トンネル，海岸施設，下水道，斜面・擁壁の点検と診断，補修）

　　 　　メンテナンス技術者倫理，社会基盤と維持管理ワークショップ

【内訳】

座学 55.5  時間 37 コマ

演習 7.5  時間 5 コマ（実習内含む）

実習 22.5  時間 15 コマ

グループ研究 4.5  時間 3 コマ

レポート作成 18.0  時間 12 コマ

ｅラーニング 13.5  時間 9 コマ

121.5  時間 （１コマ＝1.5時間）

鋼構造物の損傷

橋の点検要領
ｅラーニング
（8/17-29）

橋梁工学 コンクリート構造物の損傷

構造物の 補修・補強 共通の損傷

コンクリート橋の点検 鋼橋の点検 構造物の詳細調査

<実習，演習>　トンネルの点検と診断，補修

科目枠

社会基盤のアセットマネジメント

前
半

後
半

社会基盤と維持管理
ワークショップ

<実習>　自然斜面，落石，切土，擁壁の点検と診断，補修

<実習>　海岸施設の点検と診断，補修 <実習>　下水道の点検と診断，補修

<実習，演習>　橋梁の点検と診断，補修

【注】

対面での受講が

原則。

遠隔受講（Web

オンライン）を希

望する場合は理

由を添えて事前

に申請・審査。



3 

■ 合格者に授与される履修証明書と四国 ME認定書 

 

 

 

 

 

 

 
 

令
和
〇
年
〇
月
〇
日 

 

仁
科
弘
重 

〇
号 
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■ 募集要項 
 

1．募集人数  30 名 

 

2．受講費用等 

受講費用 18 万 5 千円 

・受講料 ‥ 150,000 円 

・諸経費 ‥ 35,000 円（テキスト代 24,500 円、傷害保険料 500 円、e ラーニング手続料 10,000 円） 

ただし、フィールドワーク実習等に際し、実費が必要な場合もあります。また、認定試

験合格者は、別途 ME 登録料（3 千円）が必要です。 

 

受講費用は、受講決定通知時に同封の払込用紙に従って期間内（開講前までの期日）に

指定する口座へお振り込みください。受講料が期限内に納められていない場合は、原則受

講できませんのでご注意ください。なお、既納の受講料は、原則返金いたしません。 

 

なお、本養成講座は、厚生労働省の「人材開発支援助成金」又は「専門実践教育訓練給

付金」の対象となる講座です。助成対象や詳細は、本講座 Web サイトの本年度募集要項欄

より情報を入手してください。（本講座 Web サイト：http://www.cee.ehime-u.ac.jp/me/） 

 

3. 受講申請資格 

申請者は、管理者（行政）側と建設業関連技術者側それぞれの組織の技術者とし、次の

(1)～(3)のいずれかに該当する実務経験を有する方に限ります。 

（1）官公庁等土木技術者 

官公庁等土木技術者のうち、社会基盤の維持業務を 3 年以上経験している、または、

それと同等以上の能力を有する者※1 

（2）民間建設業界技術者 

建設業界で活躍する民間技術者のうち、社会基盤の点検・調査、構造物の新設・補修・

補強に係わる設計・施工管理業務を実施した経験を 3 年以上有する者 

（3）その他 

上記（1）あるいは（2）の要件を個別に満たしていないが、複数の所属機関における

実務経験※２により、同等の要件を満たすと愛媛大学で認められた者 

※1：建設業界技術者として、社会基盤の点検・調査、構造物の新設・補修・補強に係わる設計・

施工管理業務を主体的な立場で実施した経験を 3 年以上有する者を含む。 

※2：複数の所属機関での実務経歴がある場合は、現在の所属機関での実務経歴についての任命権

者による証明書を作成し提出してください。現在の所属機関以外での実務経歴については、

別紙（様式自由、申請者本人の署名・捺印）を作成し提出してください。 

さらに、申請者は下記の①〜⑧のいずれかに該当する必要があります。 
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① 日本の大学を卒業した者 

② 学校教育法第 104 条の規定により学士の学位を授与された者 

③ 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者。 

④ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者 

⑤ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年

の課程を修了したとされるものに限る）を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該

課程を修了した者 

⑥ 専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める

基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め

る日以後に修了した者 

⑦ 文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告示第 5 号） 

⑧ 短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校及び各種学校等を卒業した技術者で、

当大学において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

※ 受講資格⑧に該当する申請者については、愛媛大学において申請書類を審査し、受講資格を決定

します。 

「四国社会基盤メンテナンスエキスパート（四国ＭＥ）認定試験」の受験には、「社会基盤

メンテナンスエキスパート（ＭＥ）養成講座」の講義を全て受講することが必要です。 

 

4．受講申請手続 

(1) 申請期間 

令和 6 年 5 月 13 日(月)～令和 6 年 6 月 7 日(金) 

(2) 提出の方法 

持参する場合：持参受付は行いません。 

郵送する場合：必ず「簡易書留」にて、上記の申請期間内に「必着」で送付のこと。ま

た、封筒の表面の左下隅に「申請書類在中」と朱書きすること 

(3) 提出書類 

①受講申請書 

・官公庁等土木技術者（行政職員等の施設の管理者の立場での経験用）は（様式 1-1、

1-2）に記入。 

・民間建設業界技術者（請負業務または調査設計等に従事した経験用）は（様式 2-1、

2-2）に記入。 

②写真 2 枚 

・申請 3 ヶ月以内に撮影した上半身、無帽、正面向きの縦 3.0cm×横 2.5cm のもの。

うち 1 枚は上記①に貼付し、もう 1 枚はそのまま提出（裏面に氏名を明記）。 

③志望理由書（様式-3） 

④対面受講が原則ですが、第 4 日～8 日について遠隔受講を希望する場合は、理由を添
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えて書面（様式自由）を提出ください。審査の上、遠隔受講の可否を決定します。 

＜注意事項＞ 

・申請手続後の提出書類の内容変更は認められません。 

・いずれも、ワープロ（WORD 等）で記入してください（署名欄を除く）。 

(4) 提出先 

〒790-8577 愛媛県松山市文京町 3 番 

愛媛大学防災情報研究センター 「社会基盤ＭＥ養成講座」係 

 

5．受講決定の通知 

愛媛大学において申請書類を審査し、受講の可否を決定します。受講の可否は、自宅住

所へ本人宛に郵送で通知するとともに、受講者については、受講案内、関係書類を送付し

ます。 

 

6．個人情報の取扱い 

提出された申請書等に記載された氏名、生年月日、住所、電話番号等の個人情報は、愛

媛大学防災情報研究センターが責任を持って管理します。 

受講終了後は、この個人情報を利用することはなく第三者に開示することもありません。 

 

7．受講期間中の宿泊施設 

遠方からの受講者で通学することが厳しい場合は、学内の宿泊施設（https://www.ehime-

u.ac.jp/overview/facilities/syokuin/）を利用することができます（最大 7 名、先着順）。詳

細は 5．受講決定の通知時にご案内します。 

※本施設は新型コロナウイルス感染状況により利用できない場合がありますので、ご留意ください。 

 

8．その他 

（1）本講座を受講すると、継続教育（CPD）制度のポイントが取得できます。 

（前年度実績  土木学会 CPD：90 単位、※CPD を土木学会以外の団体に提出する場合の方法等は

提出先団体に事前にご確認ください。全国土木施工管理技士会 CPDS（申請予定）） 

（2）学内の駐車場は利用できません。公共交通機関を利用してください。 

 

9. 問い合わせ先 

 〒790-8577 愛媛県松山市文京町 3 番 

  愛媛大学防災情報研究センター 

  Tel／Fax：089-927-9021 

  E-mail：kensien@stu.ehime-u.ac.jp 

  Web サイト：http://www.cee.ehime-u.ac.jp/me/ 

 

【注】本養成講座は、一般財団法人上田記念財団「第 14 期環境土木助成金」のご支援など

により運営されています。 


